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第２章 長崎県の現状 
 

（１）少子高齢化の状況 
 
全国的に少子高齢化が進行していますが、本県は、人口減少のスピードが九州で最も速く、

平成22年の人口を100とした指数で見ると、全国で８番目に減少幅が大きくなっています。
この要因については、他県と比較して、特に人口流出の割合が大きいことが挙げられます。 
 
【表】都道府県別の将来推計人口（九州のみ抽出） 

 
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」公表資料より 

 

【表】構想区域別の人口流出の状況 

 
※長崎県長期人口ビジョン（平成 26年長崎県異動人口調査）より作成。人口は平成 26年 1月 1日住民基本台帳人口。 
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  今後の人口の推移をみると、65 歳以上の人口が増加する反面、65 歳未満の人口が減少
すると推計されています。 

 
【図】長崎県の将来推計人口の推移 

 
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」公表資料より 
※「2014年」は平成 26年 10月 1日推計人口より 

 
また、構想区域ごとに人口の推移をみると、全ての区域で人口は減少してきており、今後

も減少すると推計されています。特に離島は本土と比較して減少率が大きくなっており、県

央区域の減少率が最も小さくなっています。 
 
【表】各構想区域の国勢調査人口・将来推計人口の推移（単位：人） 

 
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」公表資料より 
※「2014年」は平成 26年 10月 1日推計人口、2000年、2005年、2010年は国勢調査人口 

 



第 2章 長崎県の現状 
 

20 

65歳以上人口のピークは 2025年と推計されていますが、85歳以上人口はその後も伸び続
けると推計されています。また、離島については、65歳以上人口が減少に向うと推計されて
います。 
 
【図】本県の将来推計人口の推移 
折れ線グラフ：2014年の人口を 100としたときの 65歳以上高齢者各世代の将来の動向 
棒グラフ：65歳以上人口 
県全体                  離島の構想区域の合計 

 
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」公表資料より 
※「2014年」は平成 26年 10月 1日推計人口より 
 
生産年齢人口の減少は、労働力の減少の大きな要因となっています。県が平成 27年 10月
に策定した「長崎県長期人口ビジョン」によると、接客・給仕や介護などのサービスや医療、

福祉関係の人材が特に不足しており、人手不足の状況が続いています。 
 
【表】平成 27年３月高校卒業者の県内求人受理状況及び就職状況（単位：人） 

 
※長崎県長期人口ビジョンから引用して作成 
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（２）医療従事者の状況 
 
 ア）医師の状況 
 
平成 14年以降の本県の医師数の推移を見ると、人口 10万人対の医師数は全国や九州各県
の平均値を上回っています。ただし、構想区域別にみると長崎、県央区域に偏在しています。 

 
【図】人口 10万人対医療施設従事医師数の推移・構想区域別の医師数 

 

 
  ※厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（調査時点は各年 12月 31日）」より作成。「九州」は沖縄県を除

く九州各県の平均値。構想区域別の 10万人対算出人口は平成 25年 12月 31日現在の住民基本台帳人口。 
 
診療科別に増加率を見ると、内科、外科の医師が減少し、呼吸器、消化器、循環器等の専

門内科、整形外科、小児科の医師が増えています。産婦人科医師数は横ばいとなっています。 
 
【図】人口 10万人対医療施設従事医師数の推移（平成 14年を 100とした主な診療科の伸び） 

 
※厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（調査時点は各年 12月 31日）」より作成 
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また、医師の年齢構成を見ると、本県は、60歳以上の医師の割合が３割を超えており、10
年前との比較や、全国、九州の隣県と比較して、高齢化が進んでいます。 

 
【図】本県と全国及び隣県の医療施設従事医師の年齢構成比較（全体） 
2004年（平成 16年）調査            2014年（平成 26年）調査  

 
※厚生労働省「平成 26年度医師・歯科医師・薬剤師調査（調査時点は各年 12月 31日）」より作成 
 
【図】本県と全国及び隣県の医療施設従事医師の年齢構成比較（2014年（平成 26年）病院・診療所の別） 

病院                    診療所 

  
※厚生労働省「平成 26年度医師・歯科医師・薬剤師調査（調査時点は平成 26年 12月 31日）」より作成 
 
  離島を含む都市部以外の構想区域においては、内科や外科、小児科等の一般的な診療科以

外の皮膚科やアレルギー科などの診療科については、長崎大学病院や長崎医療センターなど、

本土の大規模な病院からの医師派遣等により対応していますが、依然として地域や診療科に

よる偏在があります。 
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【表】診療科別・構想区域別の医療施設従事医師数（2014年（平成 26年）単位：人） 

 
※厚生労働省「平成 26年度医師・歯科医師・薬剤師調査（調査時点は平成 26年 12月 31日）」より。10万人対を
算出するための人口は平成 25年 12月 31日現在の住民基本台帳人口を用いている。 
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イ）歯科医師の状況 
 
本県は、全国と比較して、人口 10 万人あたりの医療施設従事歯科医師は多くなっていま
す。しかし、区域別にみると、特に長崎区域が多く、その他の区域は全国を下回っています。

また、専門医は長崎、佐世保県北、県央に集中しています。 
 
【図】本県と全国及び隣県の人口 10万人対医療施設従事歯科医師数の推移 

   

【表】九州各県及び長崎県各構想区域の医療施設従事歯科医師数・専門医数 

  
※厚生労働省「平成 26年度医師・歯科医師・薬剤師調査（調査時点は平成 26年 12月 31日）」より。専門医数は「取
得している広告可能な歯科医師の専門性に関する資格名（複数回答）」より。 

 
ウ）薬剤師の状況 

 
 薬局あたりの薬剤師数は、全国では 2名を超えていますが、本県はほとんどの区域で２名
を下回っています。 
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【表】各構想区域の薬局従事薬剤師数 

  
※厚生労働省「平成 26年度医師・歯科医師・薬剤師調査（調査時点は平成 26年 12月 31日）」より。10万人対
を算出するための人口は平成 25年 12月 31日現在の住民基本台帳人口を用いている。 
 
エ）看護職員の状況 
 
 本県の看護職員数は、人口あたりで全国平均を上回っています。就業看護師を年齢構成で

みると、全国や福岡県と比較して、20 歳台がやや少ない傾向があります。区域別にみると、
離島の区域でも上五島区域が特に少ない状況です。 
 
【図】九州各県及び全国の就業看護師の年齢構成 

  
※厚生労働省「平成 26年度衛生行政報告例」より。 
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【表】構想区域別の就業看護職員数 

  
※厚生労働省「平成 26年度衛生行政報告例」より。端数があるため合計は合わない。人口は平成 26年 10月 1日
推計人口。 
※常勤換算は、非常勤看護職員について、1日 8時間として換算している（1日 4時間勤務であれば 0.5人）。 

 

また、訪問看護ステーションに就業している看護師（訪問看護師）の割合は、看護師の総

数が多い本土の構想区域において低くなっています。 
 
【表】構想区域別の就業場所別看護師数 

 
※就業場所別の看護師数は平成 26年 12月 31日現在。長崎県調べ。 
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オ）歯科衛生士の状況 
 
  本県の歯科衛生士の数は、人口あたりでみると、全国平均を上回っています。ただし、九

州の近隣各県と比較すると、やや少なくなっています。 

  
※厚生労働省「平成 26年度衛生行政報告例」より。人口は平成 26年 10月 1日推計人口。 

 
（３）病床の状況 

 
平成 27 年度の病床機能報告によると、本県の病床の機能は、急性期機能が最も多く、約
半数を占めており、慢性期機能の病床も全体の３割程度を占めています。病院と病床がある

診療所（有床診療所）の別でみると、有床診療所では「休棟中、休棟予定、廃止予定」との

報告が、約１割となっています。 
また、全病床の７割が一般病床、３割が療養病床となっています。療養病床は、医療保険

が適用される「医療療養病床」と、介護保険が適用される「介護療養病床」に区分されます

が、その約 77％が慢性期機能として報告されています。 
 

【表】平成 27年度病床機能報告の機能別病床数（許可病床数） 
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【図】平成 27年度病床機能報告の機能別病床数（許可病床数）病院と診療所の内訳 

 

病院                   診療所 

 
 
 
【表】平成 27年度病床機能報告の機能別病床数（許可病床数）一般・療養病床の内訳 

 
 

（４）疾患の状況（患者調査による全国の状況） 
 
 入院患者の動向をみると、病院の一般病床では、「がん」などの新生物の患者が多く、療養

病床では、脳卒中、心疾患などの循環器系疾患の患者の割合が多くなっています。また、有

床診療所では、関節症、脊椎障害などの筋骨格系疾患の患者や、骨折など損傷系の患者の割

合が多くなっています。 
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【図】病床の種類別の入院患者割合（平成 26年度患者調査） 

 

※厚生労働省 平成 26年度患者調査より平成 26年 10月病床種類別「推計患者数」 

 

年齢区分別の人口 10 万人対入院患者数をみると、高齢化とともに患者数が増え、特に、
脳卒中、心疾患などの循環器系疾患、骨折などの損傷系疾患、パーキンソン病、アルツハイ

マー病などの神経系疾患、肺炎などの呼吸器系疾患が、75歳以上になると急激に増えます。 
 
【図】年齢構成別人口 10万人対入院患者数及び疾患別受療率（平成 26年度患者調査） 

 

※厚生労働省 平成 26年度患者調査より平成 26年 10月「人口 10万人対受療率」（入院） 

 
（５）課題を抽出するにあたっての視点 

 
医療介護総合確保推進法及びそれに基づく「地域における医療及び介護を総合的に確保す

るための基本的な方針（平成 26 年厚生労働省告示第 354 号）」の趣旨に沿って、県では大
きく次の３つの方針に基づき施策を推進するという観点から、本県の課題を整理しました。 
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ア）医療機能の分化・連携体制の構築 
 
限られた医療資源や財源を効率的、効果的に活用するために、医療の「機能分化」と「連

携」を推進することが必要です。 
例えば、病院や有床診療所の「一般病床」に入院している患者の実態は様々で、明日手術

を控える患者がいたり、日々容態が変わる患者がいたり、自宅へ帰るためにリハビリテーシ

ョンを受けている患者がいるなど、それぞれの状態に応じた医療が提供されています。「一般

病床」というくくりの中では、それぞれの診療の中身が詳しくみえないため、診療内容を分

析し、患者の実態に応じて機能を分け、必要数を推計します。そのうえで、機能に応じた適

切な数の医師や看護師等を配置することで、効率的な医療を提供しようという考え方です。

手術などは必要ないが、長期間一定のレベルの医療の提供が必要な患者が入院している「療

養病床」についても事情は同じです。 
また、近隣の複数の医療機関において重複して提供されている機能があれば、これを可能

な限り集約し、医師や看護師等の負担をできるだけ抑える体制を構築することで、高度な医

療の継続的な提供が期待できます。集約化においては、高度急性期や地域の救急医療を担う

医療機関のバランスのとれた配置と、急性期から回復期、在宅までの患者の「流れ」を作る

ための医療機関等の「役割分担」と「連携」が重要になります。 
地域では、日常的な診療や健康管理等を行う「かかりつけ医」の役割が重要になります。

幅広い疾患に対応する「かかりつけ医」が初期の診断や医療を担い、高度医療を提供する医

療機関や、専門性の高い医療機関と連携することで、役割を分担します。また、地域の有床

診療所は、病院から早期に退院する患者や、在宅で病状が急変した際の受け皿としての役割

があります。 
このほか、精神疾患については、認知症患者、うつ病患者、身体合併症を有する精神疾患

患者が増えており、一般の医療機関や在宅医療において対応することが多くなっています。

このため、精神科医療との役割分担や連携を図る必要があります。 
 
イ）在宅医療、介護の充実 
 
入院患者の中には、入院治療ではなく、在宅医療で対応可能な患者がいると分析されてい

ます。地域において、訪問診療や訪問看護、その他の介護保険サービス等を提供し、また、

自宅で介護が困難な方には「住まい」を提供し、関係者が連携して切れ目のない支援を行う

「地域包括ケアシステム」の構築により対応することが求められます。 
本県の状況をみると、離島やへき地においては、集落が点在しているうえ、バス等公共交

通機関の利用が不便な地域が多く、高齢者のみの世帯等が増えており、自宅における介護力

が低下しています。また、在宅医療等の資源が比較的恵まれた都市部においては、高齢化に

よって、医療需要が急速に増加すると推計されています。住みなれた地域で人生の最終段階

を迎えるためには、自宅で看取りができる体制を整備することはもちろんのこと、必要なと

きに医療が提供される自宅以外の「住まい」の整備を進める必要があります。 
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ウ）医療・介護人材の確保 
 
本県は人口の流出が多く、生産年齢人口の減少により、医師や看護師、薬剤師等の需要に

供給が追いつかず、県内の多くの地域で慢性的に人材が不足しています。調整会議において

も、特に在宅医療や介護を担う人材の確保が困難になっている点について、最も多くの意見

がありました。 
訪問看護師や、介護施設で医療的ケアを行う看護師の確保については、地域で効果的な方

策を検討し、県や市町が一体となって施策を推進する必要があります。また、多忙で長期間

定着しないことが課題となっており、ワークライフバランスが実現できるような環境づくり

が必要となります。また、介護人材の確保については、若者をはじめ幅広い人材確保を目指

す「参入促進」、賃金水準やマネジメント能力の向上を目指す「環境改善」、多様な働き方や

機能に応じたキャリアアップを目指す「資質向上」の３つ観点から、関係機関等と連携・協

働して施策を推進する必要があります。 
本県は医師の総数でみると、比較的恵まれていますが、小児・周産期医療の分野や、離島

をはじめとする都市部以外の地域での医師確保が難しくなっています。県では、修学資金の

貸付や専門医の確保等、これまでも多くの対策を実施していますが、県内には医師を育成す

る大学が１つしかないことから、県や市町が大学や基幹病院と一層連携して、必要な医師の

確保を図る必要があります。また、魅力的な勤務環境を整備することで、他の都道府県から

の医師の誘導策を検討する必要があります。 
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（６）各構想区域の具体的な現状と課題 
 
【表】各構想区域の主な医療提供体制 

 

 
ア）県の全体的な事項 
 
（医療機能の分化・連携体制） 
・人口集積地である長崎市や佐世保市においては、地域の狭い範囲で機能が重複している医

療機関がみられ、それぞれの機能の整理と、役割分担、連携の推進が課題となっています。 
・救急医療を担う医療機関の医師や看護師の負担が大きくなっており、資源の集約化や、患

者の重症度、疾患に応じた役割分担が求められています。また、構想区域の中での地域格差

もみられ、不足している地域における機能の確保が課題となっています。 
・離島やへき地においては、高度急性期、急性期を中心に長崎市、佐世保市、福岡県への患
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者の流出があり、急患発生時の初期対応との連携を構築することが必要です。また、少ない

資源で効率的な医療を提供するため、総合的な診療ができる医師や、小児・周産期医療など、

地域で優先して確保すべき医療機能を整理することが必要です。 
 
（在宅医療・介護） 
・本県は海岸線が極めて長く、離島をはじめ、海岸線沿いに集落が点在している地域が多く

みられます。こうした地域では、自宅への訪問看護、介護サービスの提供に移動時間を多く

要するため、非効率になっています。 
・自宅や施設で安心して療養するためには、24時間体制で訪問診療を行うことができる診療
所や訪問看護ステーション、自宅等での急変時に迅速に受け入れる病床の確保が必要ですが、

不足する地域が多くみられます。 
・切れ目のないサービスを提供する「地域包括ケアシステム」を構築していくうえでは、医

療と介護の連携が特に重要です。しかし、地域の医療関係者と介護関係者の間では、必要な

情報の共有不足がみられます。 
・県内の多くの医療機関が医療情報ネットワーク「あじさいネット」に加入し、効率的で迅

速な情報共有のためのツールとして活用していますが、薬局や訪問看護ステーション、介護

施設の加入は少なく、医療機関との連携において ICTの活用が進んでいません。 
・退院後の円滑な在宅療養移行に向けて、退院前カンファレンスや退院後の症例検討会等に

おいては、関係する多職種の参加が重要ですが、必ずしも十分でないケースがあります。 
・住み慣れた自宅や施設で人生の最終段階を迎えるための「看取り」について、患者本人は

もとより、サービス提供者や家族等の理解を深めることが課題となっています。 
・薬剤師が訪問看護、介護サービスと連携し、在宅での訪問薬剤管理指導を行うことが求め

られていますが、薬局での人材確保が困難となっており、十分なサービスの提供や、他職種

との連携ができていない点がみられます。 
 
（医療・介護人材） 
・医師数は増えていますが、地域や診療科による偏在がみられます。生産年齢人口の減少に

より、医療従事者及び介護従事者の確保がますます困難となることが予想され、構想区域の

中でも、中心部と周辺部の格差が大きくなっています。 
・訪問看護ステーションは、そのほとんどが小規模となっています。このため訪問看護師一

人ひとりの負担が大きくなっているほか、訪問看護師の研修に人材を派遣することが困難に

なっています。 
・病院勤務の看護師と訪問看護師の「顔の見える関係」を構築する機会が少なく、相互の連

携が不十分で、連絡体制が万全であると言い難い状況がみられます。入院前から退院、在宅

医療まで、切れ目なく支援できるシステムが構築されていない面がみられます。 
・歯科診療においては、入院や施設への入所により診療が中断してしまうケースが多く、入

院、入所中から、退院、退所後まで切れ目のない口腔ケアの提供（口腔衛生・口腔機能の管

理）体制を構築することが課題となっています。 
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イ）本土の構想区域における特記事項 
 
長崎区域 
 
（医療機能の分化・連携体制） 
・長崎区域は医療機関の数が多い区域ですが、特に長崎市内においては、がん、脳卒中、心

筋梗塞等の医療をすべて一つの病院で提供するいわゆる「総合型」病院が多く見られ、医療

機関相互の役割の整理や「機能分化」のあり方が課題となっています。 
（救急医療） 
・長崎市の夜間や休日の小児初期救急外来については、準夜帯から明け方にかけて診療を行

っている夜間急患センターが長崎市医師会館内に開設されている一方で、市中央部から遠い

地域等における時間外診療の対応が課題となっています。 
・急性期機能が長崎市の中央部に集中しており、西海市などの北部地域、長崎半島の先端に

あたる南部地域等において、救急医療に対応する人材の不足が顕著となっています。 
・半島に位置する西海市は病床自体が少なく、長崎市や佐世保市の病院に入院する患者が多

くみられ、救急搬送に１時間程度必要となっています。 
・夜間や休日の二次救急については、急性期の病院を中心に輪番で対応しています（輪番制）。

高齢化により救急患者は増えていますが、高齢化、専門化により救急患者に対応できる医師

が不足し、輪番制の病院が疲弊している状況です。 
（在宅医療・介護） 
・訪問看護ステーションについては、集中している長崎市中心部とその他の地域の格差が大

きく、特に区域の北部において少ない状況です。 
・介護施設等から搬送される救急患者が増加しています。また、高齢者のみ世帯等の増加に

より、自宅での介護力が低下しており、自宅に帰ることができず、入院せざるを得ない状況

となっています。 
・地域では認知症の患者が急速に増えており、施設入所に必要な要介護認定を受けられない

認知症の高齢者もおり、徘徊などの問題が起こっています。このため、介護する家族に負担

がかかっており、緊急時の一時入所（レスパイト）などの充実が課題です。 
 
 佐世保県北区域 
 
（医療機能の分化・連携体制） 
・佐世保市中心部に立地する基幹病院は、高度急性期、急性期の医療を担っていますが、そ

れぞれの診療内容に一部重複がみられ、各病院の役割の整理が課題となっています。 
・高度急性期病院の救急搬送受入れにおいて、がん末期など人生の最終段階における医療の

割合がかなり高くなっています。入院の長期化に対応するため、施設等での看取りなどを充

実するなど、在宅医療体制の整備を進め、機能を分担する必要があります。 
・脳卒中の専門的治療が可能な施設が佐世保市内に限られており、県北地域から佐世保市内
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への患者搬送に時間を要しています。 
・高齢者に多い誤嚥（食べ物や飲み物が誤って気管に入ること）性肺炎の患者が増加してい

ますが、地域の呼吸器内科専門医が不足しているため、対応することが困難となっています。 
（救急医療） 
・一部の病院に救急患者が集中しており、医師及び医療スタッフに過度な負担がかかってい

ます。 
・平戸市では、主要な地域に、休日夜間において重症の救急患者を受け入れる「二次救急」

に対応する病院がありますが、医師不足により産婦人科がなく、脳外科や循環器への対応も

困難な状況です。 
・松浦市では、二次救急に対応する病院がなく、救急搬送の約７割が市外へ搬送されている

状況です。 
・高齢者の増加に伴い、合併症を抱える救急患者が増え、救急病院でも対処が困難になって

います。また、転倒による骨折への対応などで不可欠となる麻酔科医師が不足しています。 
・精神疾患、認知症の患者の増加により、救急医療終了後の退院支援が困難なケースが多く

なっています。 
・産科の開業医が少なくなっており、周産期母子医療センターをはじめとする、異常分娩な

どの高度医療を担う病院との役割分担が課題となっています。 
（在宅医療・介護） 
・在宅医療を行う「かかりつけ医」等に対するサポート体制が不十分であり、医師の高齢化

により、一部の診療所に負担が集中しています。 
・介護施設においては、満床状態が続いており、入所待機者が短期入所生活介護（ショート

ステイ）サービスを利用しているため、必要なときにショートステイが利用できないケース

がみられます。 
（医療・介護人材） 
・地域の診療所においては、医師の高齢化が進んでおり、後継者がいないケースも多く、こ

のままでは診療所が減少することが想定されます。 
・訪問看護ステーションや訪問看護師が不足しているため、県北地域などにおいてカバーで

きていない地域があります。 
・訪問看護師の高齢化が進んでいるため、次世代の育成が急務となっていますが、調整会議

では、病院に勤務する看護師は在宅医療との関わりが少なく、また、若い看護職は病院で急

性期を担いたい思いが強い傾向があるとの意見がありました。 
 
 県央区域 
 
（医療機能の分化・連携体制） 
・県内でも高度急性期、急性期の機能が充実している区域です。ただし、慢性期の病床が多

い反面、回復期の病床が少ないうえ、在宅医療等の患者が大幅に増えると推計されています。 
・東彼杵郡は、大村市、諫早市の拠点病院への距離が遠いため、佐賀県（嬉野医療センター
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など）への患者の流出が多くなっており、大村市、諫早市と受療動向が異なっています。 
（在宅医療・介護） 
・大村市においては、医師会、歯科医師会、薬剤師会などが協定を結び、多職種が連携して

地域包括ケアシステムの構築を進めることとしています。 
・人口 10 万人あたりの在宅療養支援診療所数は県の平均より高い水準にありますが、在宅
医療等の医療需要は大幅に増えると推計されており、さらなる充実が必要です。 
（医療・介護人材） 
・他の区域と比較して、医師や看護師の数は充実していますが、東彼杵郡は、特に小児科、

産婦人科の診療所が少なく、病院においては循環器科、整形外科の医師が不足しています。 
 
県南区域 

 
（医療機能の分化・連携体制） 
・基幹病院として、企業団病院である「長崎県島原病院」がありますが、一部の診療科にお

いて専門医が不足する時期があり、安定的な医師の確保などが課題となっています。 
・高度急性期、急性期を中心として、県央区域への患者流出が多くみられ、県央区域の医療

機関等との連携が必要となっています。 
（在宅医療・介護） 
・介護施設は比較的充実していますが、島原半島西部は、島原市などの東部と比較して介護

施設等が少なく、退院後の在宅療養体制の整備が課題となっています。 
・看護師は慢性的な人材不足が続いており、最近は介護施設等での看護師の増加もあり、訪

問看護師の確保がさらに困難になっています。 
・介護施設等への訪問診療が増えており、施設と連携している一部の診療所等に負担がかか

っているケースがみられます。 
（医療・介護人材） 
・島原病院では、地域の小児医療をバックアップする小児科常勤医（専門医）の不在が続き

ました。平成 26 年度から、県と地元３市の協力により不在は解消しましたが、今後も引き
続き小児科医の安定的な確保を図る必要があります。 
 
ウ）離島の構想区域における特記事項 
 
五島区域 

 
（医療機能の分化・連携体制） 
・企業団病院である「長崎県五島中央病院」が急性期の医療を担っており、周産期医療、精

神科医療、救急医療を提供しています。島内には他に３つの病院があり、今後の連携体制の

あり方について検討する必要があります。 
・高度急性期については、特に長崎区域への流出が多くみられ、長崎区域の医療機関や薬局
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との連携が必要となっています。 
・出生数の減少とともに産婦人科医が少なくなっており、切迫早産などについては、ドクタ

ーヘリで搬送を行わざるを得なくなっています。 
（在宅医療・介護） 
・要介護認定率は国や県の平均を上回っており、入所待機者数が多くなっています。医療費

は比較的少なく、施設等介護保険サービスへの依存度合が高い地域です。 
・島内中心部への人口の一極集中が見られ、高齢者夫婦のみ世帯、一人暮らし世帯が急増し

ています。在宅医療を提供する訪問看護ステーションは４箇所ありますが、訪問看護師の数

は十分とはいえません。 
（医療・介護人材の確保） 
・医師や看護師等については慢性的な人材不足が続いており、医療機関等が島の中心部に集

中しているため、周辺部や二次離島で医療の安定的確保が特に困難となっています。 
・在宅医療に取り組んでいる医師が少なく、関係多職種との連携体制の構築が課題となって

います。 
 
上五島区域 

 
（医療機能の分化・連携体制） 
・本県で最も人口減少率が高い区域であり、将来は医療や介護を担う人材が不足し、民間の

診療所や薬局、介護保険施設等の事業継続が困難となる可能性があります。このため、企業

団病院である「長崎県上五島病院」や町立の診療所が大きな役割を担うことが予想されます。 
・小値賀町には医療機関が診療所一つしかなく、診療科も内科のみであり、多くの町民が島

外の医療機関に通院又は入院しています。 
・入院患者の受療動向を見ると、新上五島町は長崎区域へ、小値賀町は佐世保県北区域への

流出が多くみられます。それぞれの特性に応じた医療提供体制の検討が必要となっています。 
（医療・介護人材） 
・県内で最も医師、看護師、薬剤師等が少ない区域であり、若年層の流出による医療、介護

人材の不足や高齢化が深刻となっています。 
 
壱岐区域 

 
（医療機能の分化・連携体制） 
・企業団病院である「長崎県壱岐病院」が中核となって急性期を担っています。このほかに

多くの民間医療機関があり、機能分化、連携のあり方について整理が必要です。 
・高度急性期、急性期について、福岡県への流出が多くみられます。島内で高度医療、専門

医療を受けることができないため、島民はやむを得ず福岡へ行かざるを得ない状況です。 
・壱岐病院の精神病床が休床中であり、患者の区域外への流出が多くなっています。 
・医療は島の基幹産業の一つとなっており、医療需要の減少により経済が縮小する恐れがあ
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るほか、医療機関の雇用が減るため、医療従事者が福岡市等に流出する可能性があります。 
（在宅医療・介護） 
・訪問看護ステーションが２箇所しかなく、ニーズに十分応えることができていません。ま

た、特別養護老人ホームや介護老人保健施設と比較して、認知症対応グループホーム等、住

まいを提供する「居住系」サービスが少ない傾向がみられます。 
（医療・介護人材） 
・医療、介護従事者の高齢化が進んでおり、若い人材の育成と島内での定着を図ることが課

題となっています。 
 
対馬区域 

 
（医療機能の分化・連携体制） 
・企業団病院である「長崎県対馬病院」が平成 27 年５月に開院し、急性期から慢性期の医
療を担っています。また、島の北部には同じく企業団病院である「長崎県上対馬病院」があ

ります。 
・「かかりつけ医」が非常に少なく、夜間や時間外の救急患者への対応が十分に出来ない状況

にあります。 
・対馬は南北に長いため、病床のある２つの企業団病院までの交通アクセスが課題となって

います。 
（在宅医療・介護） 
・島の面積が大きく、北部から南部まで車で約３時間かかり、その間に集落が点在していま

す。このため、自宅において在宅医療、介護を提供するには極めて非効率といえます。 
・口腔ケア等の口腔機能管理については、入院中、施設入所中、自宅での介護において、す

べての部分で十分とは言えず、基礎疾患の発症、重症化予防の点から、その必要性が増加し

ています。 
・訪問看護ステーションは島内に２箇所しかなく、広い地域を少ない訪問看護師でカバーし

ており、負担が大きくなっています。 
・人工呼吸器、気管切開、胃ろうなど、医療の必要度が高く介護施設では対応が難しい患者

が増えており、入院が長期になっています。 
（医療・介護人材） 
・集落の過疎化と高齢化が深刻で、生産年齢人口の減少により高齢者の独居や老々介護が多

くなっており、在宅医療、介護を担う人材が不足しています。 


